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全
て
の
申
請
者

	１）補助金交付申請書（様式第１号）
	□
	□

	
	２）見積書の写し
	□
	□

	
	３）工事の図面の写し（外壁の場合は立面図も）
	□
	□

	
	４）着工前カラー写真　※下記の注意点を確認ください。
	□
	□

	
	５）納税証明書（令和７年分）
	□
	□

	
	６）工事点数の算定表（様式第２号）
	□
	□

	
	7）誓約書
	□
	□

	
	8)国土交通省所管等他の補助金との併用
住宅リフォーム補助金のほかに国の補助金を利用しない。
	□
	□

	
	9)併用住宅に該当しない
※店舗や農作業用部分を有する併用住宅については、居住部分のみが補助対象。
	□
	□

	


該
当
す
る
方
の
み
	10）住民票謄本（子育て世帯・移住世帯・新婚世帯）
	□
	□

	
	11）戸籍謄本（新婚世帯に限る）
	□
	□

	[bookmark: _Hlk194599654]
	1２）やまがた省エネ健康住宅の認証
別表１「1-1　全体改修工事(やまがた省エネ健康住宅認証を受けるもの)」の場合に提出
	□
	□

	
	1３）断熱リフォーム工事チェックリスト
別表１「1-2　窓改修工事(外部に面する住宅の開口部に別表第５(1)の基準を満たす建具を設置するもの)」、又は「1-3　部分改修工事(住宅の既存部分の外気と接する外壁、天井、床等に別表第５(2)の基準を満たす断熱材を使用するもの)」の場合に提出
	□
	□

	
	1４）県産木材使用量計算書
別表４　「住宅に県産木材を使用した工事」の場合に提出
	□
	□

	
	1５）そのほか、町長が認める書類
‣「2-3(1) 浴室の床面積を増加させる工事」でユニットバスを設置する場合、ユニットバスの仕様書の写し
‣製品の性能が要件となっている場合はカタログの写し
（例）1-2　窓改修工事(外部に面する住宅の開口部に
別表第５(1)の基準を満たす建具を設置するもの)
	□
	□


【写真を撮影する際の注意点】
工事個所が分かるように全体写真と工事個所のアップの写真を撮影してください。
特に、段差解消・便器や浴槽の高さが変わる工事の場合は、段差の高さが分かるように床からメジャーをあてて撮影してください。
単層ガラスを複層ガラスに交換する工事の場合は、障子やカーテンを開けてガラスが確認できるように撮影してください。
